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発行／芦北町
芦北町役場☎（８２）２５１１（代表）

※口座振替の人は、残高不足にならないよう預金残高をご確認ください。
※納期限内であればコンビニエンスストアでの納付も可能です。

●納  期  限  ７月　１日（月）
●口座振替日６月２５日（火）

各納期限のお知らせ

町県民税　　１期分
介護保険料　２期分

　学生の人で、国民年金保険料を納めることが困難な
場合、保険料の納付が猶予される制度があります。学
生納付特例制度は、申請時点の 2年１ヶ月前の月分
まで申請することができます。
◆申請に必要なもの
　個人番号通知カード、印鑑、在学証明書の原本また
は学生証（有効期間が表記されているもの）の写し
※学生納付特例の対象とならない学校（修業年限が 1
　年未満の学校など）もありますのでご注意ください。
＊申請・問い合わせ先
　　住民生活課　医療年金係（内線１４１）

学生納付特例制度について

令和６年度の国民年金保険料は月額１６，９８０円で
す。保険料は日本年金機構から送付される納付書により、
金融機関、郵便局、コンビニで納めることができます。
また、クレジットカードやスマートフォンアプリによる
納付や、便利でお得な口座振替もあります。保険料の納
付期限は翌月末ですので、期限内の納付をお願いします。
※保険料を納期限までに納めることが困難な人は、日
　本年金機構にご相談ください。
＊問い合わせ先　　
　　住民生活課　医療年金係　（内線１４１） 

国民年金保険料は期限内に納めましょう

ハーバリウムづくりのワークショップを開催します。透
明のボールペンに小さな花と専用のオイルを入れて、自分
だけの癒しのハーバリウムフラワーボールペンとペン立て
を作ります。きれいで見ていて癒されるハーバリウムづく
り、ぜひご参加ください。
◆日　時　　6月３０日（日）午前 10：00から
◆場　所　　コミュニティセンター（子どもの広場）
◆定　員　　１５人（定員になり次第締め切ります）
◆参加料　　１，０００円
◆申込期間　６月１１日（火）～６月２１日（金）
＊申込・問い合わせ先　　
　　コミュニティセンター　コミュニティセンター係
　☎（８２）２２１３ 

ハーバリウムづくり参加者募集
　在宅で生活する心身に障がいのある人に、障害者福
祉手当を支給します。該当すると思われる人には、５
月末に「心身障害者福祉手当支給申請書」を郵送して
いますので、必要事項を記入し、申請してください。
◆支給対象者
　令和６年４月１日現在、芦北町に１年以上居住し、
かつ、住民基本台帳に記載があり、身体障害者手帳、
療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っ
ている人（申請書が届いた人でも、施設入所者、生活
保護受給者、申請前に死亡された人は対象外です。）
◆手当額

障害者福祉手当を支給します

手帳の種類 支給額

身体障害者手帳　　　　　１級・２級
療育手帳　　　　　　　　Ａ１・Ａ２
精神障害者保健福祉手帳　１級

７，０００円

身体障害者手帳　　　　　３級・４級
療育手帳　　　　　　　　Ｂ１・Ｂ２
精神障害者保健福祉手帳　２級

６，０００円

身体障害者手帳　　　　　５級・６級
精神障害者保健福祉手帳　３級 ５，０００円

◆申請期限　８月３０日（金）
◆申請場所　役場本庁（福祉課）、田浦支所、各出張所
◆申請に必要なもの
　心身障害者福祉手当支給申請書、印鑑、障害者手帳、
　対象者名義の振込通帳
※申請期限を過ぎると受付できません。
※代理人が申請することもできます。
＊問い合わせ先
　　福祉課　障がい者福祉係（内線１５４）

　第６６回金婚夫婦表彰が開催されます。該当する人
はぜひ申し込みください。
◆日　　時　９月１１日（水）９：３０～
◆該当要件　
　①昭和４９年１月１日から昭和４９年１２月３１日
　　までの間に結婚した満５０年を迎える夫婦
　②昭和４９年以前に結婚していて、今まで表彰を受
　　けていない夫婦
◆申込場所　役場本庁（福祉課）、田浦支所、各出張所
◆申込期限　６月２８日（金）
※申し込みの際は、印鑑をお持ちください。
※開催場所については、申込者に後日お知らせします。

金婚夫婦該当者募集

「温泉でヨガ」参加者募集
◆内　容　　ヨガ教室を行い、終了後、温泉入浴。
◆日　時　   令和６年７月～令和6年１２月（全１２回）
　　　　　　毎月第１・３火曜日
◆時　間　　１０：３０～１１：３０
◆定　員　　１０名程度
◆参加費　　６，０００円（入浴料別途３００円）　
◆申込期間　６月７日（金）～７月５日（金）
＊申込・問い合わせ先
　　ヘルシーパーク芦北　☎ （８６）０２５９

  環境と財布に優しい農業実践塾『道法塾』を開催し
ます。
　植物の力を最大限に活かして、肥料や農薬に極力頼
らず野菜や果実の収穫量を増やす栽培方法の指導を行
います。
　本実践塾の今年度の日程は、ホームページに掲載し
ていますのでご確認ください。
◆ 日　時　　６月２６日（水）  
　　　　　　 野菜編　9：00～ 12：00
　　　　　　 果樹編 14：00～ 17：00
◆ 場　所　　野菜編 :石木田園地（津奈木町小津奈木）
　　　　　 　果樹編 : 湯治山園地（芦北町湯浦）
◆ 対　象　　芦北・水俣地域にお住まいの人
◆ 参加費　　無料
◆ 講   師      （株）グリーングラス  代表取締役  道法正徳

＊問い合わせ先
　　水俣・芦北地域雇用創造協議会
　　　☎ （８２）５５７２

環境配慮型農業実践塾

　令和７年度に小中学校で使用する教科書を展示しま
す。小中学校の学習内容が詰まった教科書をぜひご覧
ください。
◆期　間　６月１４日（金）～６月２７日（木）
◆時　間　１０：００～１７：００
◆場　所　コミュニティーセンター（図書館）
※閲覧できない日：月曜日及び６月１４日午前中　　
＊問い合わせ先　
   　教育課　学校教育係　☎ （８７）１１７１

教科書展示会のご案内

６月は「食育月間」です！
　毎年６月は「食育月間」、毎月１９日は「食育の日」です。「食育」とは、「食」に関する知識と「食」を選択する力を学び、
『健全な食生活を実践することができる人間を育てること』とされています。
　この機会に、「食」について家族や身近な人と話し合ってみましょう。

＊問い合わせ先
　　福祉課　介護高齢者福祉係（内線１５６）

認知症カフェ「しとらす」
　地域住民、専門職、認知症の人や家族など、誰もが
集い「ホッ」と一息つける場所です。ゆったりお茶を
飲みながら、気軽に認知症や介護の相談ができます。
◆日　時　　６月１５日（土）14：00～ 16：00
◆場　所　　佐敷宿交流館　桝屋
◆料　金　　１００円（飲み物代）

＊問い合わせ先
　　地域包括支援センター　☎ （８６）２２７０



年金出張相談
　相談を希望する人は、開催日の前々日までに電話で
予約をしてください。
◆期　日　　６月２１日（金）、７月１９日（金）
◆時　間　　９：３０～１５：３０（定員：最大１０人）
◆場　所　　芦北町役場３階 第１会議室
◆予約方法　※自動音声で案内されます。　
　八代年金事務所（☎０９６５（３５）６１２３）に
　電話→自動音声案内→「１」を選択→自動音声案内
　→「２」を選択→お客様相談室
※予約時に相談内容・氏名・基礎年金番号・電話番号
　をお伝えください。

期　日 当番医・当番薬局 電　話

６月　９日松本医院 ☎ （８２）２０１９

６月１６日

井上医院 ☎ （８２）２５０３

　☆さしき薬局 ☎ （６１）３０７１

６月２３日篠原医院 ☎ （８２）２０４６

６月３０日

宮島医院 ☎ （８２）２２５４

　☆はなおか調剤薬局 ☎ （６８）３５５０

７月　７日

芦北とりかい眼科 ☎（８２）５８８１

　☆なんこう薬局南店 ☎（６１）３８１８

日曜祝日当番医・薬局

☆マークは当番薬局です。

＊申込・問い合わせ先
　　健康増進課　健康管理係（内線１３２、１３３）

社会福祉係からのお知らせ

　弁護士法律相談会を下記のとおり開催します。相談
を希望する人は、事前に予約が必要です。
◆日　時　　７月５日（金）１０：００～１６：００
　　　　　　※１２：００～１３：００を除く
◆場　所　　芦北町役場 1階 小会議室
◆相談内容　悪質商法、借金問題、住環境問題など　
　　　　　　　　　　　（同一案件は 1人１回限り）

●弁護士法律相談会 ※毎月第１金曜日に開催

●消費生活相談会 ※毎月第４水曜日に開催
消費生活法律相談会を下記のとおり開催します。事前に

予約は必要ありません。電話による相談も受け付けます。
◆日　時　　６月２６日（水）10：00～ 17：00
◆場　所　　芦北町役場１階 小会議室
◆相談内容　しつこい電話勧誘、訪問販売トラブル、
　　　　架空請求はがきやメールなど

＊予約・問い合わせ先
　　福祉課　社会福祉係（内線１５１）

種　類 対 象 者 期　日
① ３～４か月児 令和 6年２月生 6月 28日（金）
② ７～８か月児 令和 5年 11月生 6月 10日（月）
③ 1歳 6か月健診 令和 4年 10月生 ６月 19日（水）
④ ３歳児 令和 3年 2月生 6月 21日（金）

乳幼児健診

◆受付時間　①～③　１３：００～１３：２０
　　　　　　　　④　１２：４５～１３：００
◆場　所　　きずなの里

町外小中学校就学者
給食費交付申請受付開始

　学校給食費完全無償化に伴い、町外の小中学校へ就
学する児童生徒に給食費相当額を交付します。
◆申請期限　７月１９日（金）
◆申請方法
　町ホームページから様式をダウンロード、必要事項
を入力し、提出してください。（郵送可）
※本町の学校給食費に相当する金額を上限とし、実費
　の金額を支給します。
※学食、弁当など給食以外の場合、本町の学校給食費
　に相当する金額を一律支給します。
※町内の小中学校へ就学している児童生徒は手続き不
要です。

商品開発・商品力アップしたい
事業者を募集します

          親子の安心サポート

◆時　間　　１０：００～１１：３０
◆場　所　　きずなの里

期　日 内　容 申  込

6月 13日（木）
7月 11日（木）

親子の健康・子育て相談
　妊娠や出産に関する悩みや子ども
の発達のことなど個別相談に応じま
す。身体測定もできます。

２日前まで

　親子の安心サポートを下記の日程で実施します。事
前予約制で相談 3組まで受け付けます。

   こころの健康サロンを開催します
　芦北町精神保健ボランティア会、精神障がい者家族
会では、こころの病気やこころの健康について悩みを
抱えている人、また、その家族の人を対象にサロンを
開催します。つらい気持ちを一人で抱え込まず、サロ
ンへ出かけてみませんか。お気軽にお越しください。
（参加費無料、秘密厳守）
◆日　時　６月２６日（水）１３：００～１４：３０
◆場　所　きずなの里（調理室）
◆内　容　 精神保健ボランティアや家族会会員との語り合い
※参加希望の人は、当日直接会場へお越しください。

危険なブロック塀などの
撤去費用を補助します

　地震発生時に倒壊するおそれのある塀の撤去に必要
な費用を補助します。
(※町外に住んでいる人や法人の所有する塀も対象となります )

◆対象となる塀（次の要件を全て満たすこと）
① 通学路や避難路に面していること
② 道路面からの高さが８０cm以上であること
③ ブロック塀など自体の高さが６０cm以上であること
④ 町が点検した結果、対策が必要と評価したもの
◆補助額
撤去を予定する危険ブロック塀などの延長に１mあた

り１２，０００円を乗じた額、または撤去に要する費用
のいずれか少ない額に 3分の２を乗じた額。
◆申請期限　１２月２７日（金）
※工事を行う前に町へ申請を行い、補助金の交付決定
　後に実施する工事が対象となります。
＊申請・問い合わせ先　
　　建設課　計画係（内線２３６）

農業者年金現況届提出のお願い
　農業者年金の経営移譲年金や老齢年金を受給してい
る人は、受給資格確認のため現況届の提出が必要です。
◆対  象  者　農業者年金受給者
　　　　    （令和６年6月1日以降に裁定された人を除く）
◆提出期限　6月２８日（金）
◆提  出  先　農林水産課農業委員会係、田浦支所、各出張所

＊申請・問い合わせ先　
　　教育課　学校教育係　☎ （８７）１１７１

※第６回は水俣環境アカデミアで開催予定です。

狩猟免許試験・講習について
下記日程で狩猟免許試験及び初心者講習会が開催されま

す。詳しくは、熊本県ホームページなどでご確認ください。
芦北町では狩猟免許取得に対し、受験料などの補助を

行っています。詳しくは農林水産課へお問い合せください。
◎狩猟免許試験
回 期日 会場 申込期限

第 1回 6月 29日（土） 玉名市民会館 ６月13日（木）
第 2回 ７月13日（土） 中小企業大学校人吉校 ６月 27日（木）
第３回 8月17日（土） 宇城総合庁舎 ８月１日（木）

◎初心者講習会

回
知識 : 全種目
技能 : 網・罠・
　　銃（第２種）

技能 : 銃
※（第１種）のみ 会場

第１回 ６月１５日（土） ６月２８日（金） 玉名市民会館
第２回 ６月２９日（土） ７月１２日（金） 人吉カルチャーパレス
第３回 ８月４日（日） ８月１６日（金） 熊本市流通情報会館
※第６回は芦北町地域活性化センターで開催予定です。

＊問い合わせ先　
　　芦北地域振興局　林務課　☎ （８２）２５２４
　　農林水産課　林務水産係（内線２７２）

＊問い合わせ先
　　農林水産課　農業委員会係（内線２７４）

熊本県ホームページ

　地震に備え情報伝達訓練を実施します。当日は、防災行政無線から「ただ今から訓練放送をおこないます」という音声が流れ「大地震です」という放送が流れますので、
ご理解とご協力をお願いします。　　　◆試験放送日　６月２０日（木）１０：００頃　　　　　　　　　　　＊問い合わせ先　総務課　危機管理防災室（内線２１１）緊急地震速報訓練を行います


